
過年度の意見書への反映状況について

■　令和３年事業年度の業務実績に関する評価結果にかかる意見書（令和４年８月５日　２その他の意見）

意見 反映状況 回答

（１） 健康危機事象発生時における先進的な取組について

新たな健康危機事象の発生に備え、国立研究機関や大学等とも連携し、迅速な科学的情報の提供
体制の構築を一層推進されたい。

○健康危機に関わる情報収集に努めるとともに、関係機関において開催される感染症解析委員会
などに参加した。
○令和5年度から所内のFETP大阪拠点の設置に先立ち、公衆衛生関係者を対象に実地疫学の役割
等に関する研修会を国立感染症研究所、大阪府、大阪市と開催した。
○食中毒や感染症検査用の試薬、器材を継続的に確保し、エムポックス検査用の試薬についても
新たに確保した。

法人

また、引き続き0-FEITの積極的な活動及び強化に努められたい。 ○疫学調査支援（新型コロナウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等）及び相談対応（新型
コロナウイルス感染症、薬剤耐性菌症例等）を実施した。
○府内保健所職員を対象にケーススタディー形式の疫学研修会を開催し、現場対応能力向上を
図った。
○新たに令和4年4月から国立感染症研究所の実地疫学研修に研究員を派遣した。研修過程で厚生
労働省新型コロナウイルス感染症対策本部クラスター対策班の一員として活動した。

法人

（２）対外的な業務拡大について

地方独立行政法人としての自主性や機動性を発揮して、産業界等を対象とする研修事業など対外
的な業務の拡大を図られたい。

○新施設の実習室において技術研修を実施し、公衆衛生分野の人材育成に貢献した。
○行政又は医薬品等の製造販売会社等から規格及び試験方法等に関する相談に応じた。 法人

（３）広報活動の強化及び組織の活性化について

広く住民に対する有用な情報発信など、効果を念頭に置いた戦略的な広報を行うとともに、法人
の認知度向上や、西日本の中核的な地方衛生研究所としての存在感の向上を図ることで、職員の
モチベーション向上など組織の活性化に繋げられたい。

○報道機関に対する連絡会を毎月開催し、大阪府の感染症情報等について情報提供と解説を行っ
た。マダニ感染症については全国紙に掲載された。
○感染症情報センターホームページをリニューアルし、新たに流行状況を地図上で確認できる
ページを作成した。
○知事・市長を含む府市及び地域の関係者を招き、一元化施設の完成式を実施するとともに、関
係機関からの視察を積極的に受け入れた。なお、完成式については、テレビや新聞等多くの媒体
で取り上げられた。

法人

（４）人材配置・組織づくりについて

施設一元化に伴い、独法化及び府市統合における効果を最大限発揮できるよう、組織の融合を進
めるとともに、今後、様々な分野で法人が先端を行くよう人材の配置や組織づくりを検討された
い。

○一元化施設移転を契機に検査項目区分を基本とした検査部門の再編など組織再編を行うととも
に、令和５年１月に組織規程を改正した。
○外部機関が実施する技術研修に検査部門職員を派遣し、技術習得による人材強化を図った。 法人

（５）目的積立金制度の運用について

目的積立金については、引き続き、法人の経営努力を最大限評価するよう制度運用に配慮すると
ともに、その使途の内容や時期について、計画的に検討されたい。

○目的積立金は、法人が経営努力として示した金額を適正に評価し承認している。
○前中期目標期間繰越積立金を効果的かつ効率的に活用するため、法人徽章の貸与、大学院修学
支援事業、科学研究費申請促進事業、オープンアクセス支援事業等に充てた。 設置団体

法人

参考資料４



■　第１期中期目標期間の業務実績に関する評価結果にかかる意見書（令和４年８月５日　２その他の意見）

意見 反映状況 回答

（１）積立金の繰越しについて

積立金の第２期中期目標期間への承継にあたっては、法人が有効に使用できるよう配慮の上、認
可されたい。

○法人の経営努力と認定された目的積立金については、設立団体の承認を受けた金額を次期中期
目標期間における業務の財源に充てることができる。
法人から第2期中期目標期間に実施する事業計画及びそれに必要な金額が提示され、次期中期目
標達成に必要であると認められることから、府市協議の上、承認した。

設置団体


